
     

 N E W S  R E L E A S E

平成１７年４月２０日 

株式会社 新生銀行 

（ｺｰﾄﾞ番号：８３０３） 

 

組織の変更について 

 

当行は、以下のとおりインスティテューショナルバンキング部門の組織変更を行ないます。 

 
１．組織変更の内容 

（１） ４本部体制から６本部体制への変更 

① ビジネス成長の著しいノンリコースローン等の不動産ファイナンス業務を独立させ「不動産ファイナンス本部」を新設し、 

不動産ファイナンス部所管先および各営業部の不動産関連取引先を所管します。（不動産ファイナンス部は廃止。） 

② 長年にわたり構築されてきた取引関係を活かし、特殊法人・公社・公団・地方公共団体等の公共セクターに対する 

ビジネスを独立させ「公共金融本部」を新設し、営業第十部所管先および各営業部の公共セクターを所管します。 

 

（２） RM 組織の再編  

① 事業法人本部の各営業部をビジネスユニットとして再編成し、「ストラテジービジネスユニット１～５」、「大阪ストラテジー 

ビジネスユニット」、「プライオリティビジネスユニット１～４」、「コーポレートビジネスユニット１～４」および「大阪コーポレート

ビジネスユニット」を新設します。（営業第１部～１１部、東京営業部、地域営業部、大阪営業部は廃止。） 

② 企業再生本部の各営業部を事業法人本部に移管し、以下の変更を行ないます。 

ａ）ビジネスソリューション第一部、第二部を統合し、「ビジネスソリューションユニット」を新設します。  

ｂ）融資部を「ローンマネージメントユニット」、大阪融資部を「大阪ビジネスソリューションユニット」にそれぞれ名称変更 

します。 

   ③ ノンバンクフィナンシャルサービス本部内の RM チームを事業法人本部に移管し、「ファイナンスカンパニービジネス 

  ユニット」を新設します。 

④ 事業法人本部のスペシャルティファイナンス部を企業再生本部に移管します。 

     
 
２．実施日 

  

平成１７年５月１日 

 

以 上     

 
 

 


